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Press Release 
 

宮崎労働局発表 

平成 30 年２月９日（金） 
 
 
 
 

 平成30年４月に向けて無期転換ルールに関する取組を強化します  

～ 全国統一番号の相談ダイヤルの設置など、直前期での更なる取組を実施 ～  

 

宮崎労働局は、無期転換ルール（※）に基づき、無期転換申込権が本格的に発生

する平成30年４月１日まで残り２カ月を切ったことから、これまでの取組に加え、

以下の３つの取組を実施します。  

これらの取組をはじめ、労働契約法の趣旨を踏まえた無期転換ルールの円滑な導

入が図られるよう、より一層の周知啓発に取り組んでいきます。  

 

１ 相談窓口を明確化し、相談にしっかりと対応します。  

平成 30 年２月 13 日（火）から、「無期転換ルール」に関する相談に対応する全国統一

番号の相談ダイヤル「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」を開設します。無期転換ルー

ルの概要などの問い合わせのほか、同ルールに関連した雇止め、労働条件の引き下げな

どの相談について対応します。 

 

 

 

 

２ 業界団体等に対して改めて要請を行います。  

製造業や小売業など有期契約労働者を多く雇用している業界の団体に対して、労働契

約法の趣旨を踏まえた無期転換ルールの円滑な導入が図られるよう、改めて要請を行い

ます。  

３ 無期転換ルールのセミナーを開催します＜委託事業＞ 

 

 

 

 

※無期転換ルール  

平成25年４月１日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で更新されて通算５年を超えた有期契

約労働者が、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）への申込みをした場合、事業主は当該申込み

を承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換されるルールのことです。  

 

（参考１）無期転換ルール緊急相談ダイヤルリーフレット  

（参考２）厚生労働省（宮崎労働局）における取組  

（参考３）無期転換ルールの概要 

宮崎労働局 

【照会先】 
 宮崎労働局 雇用環境・均等室 

室     長   桑原 光照 
 監 理 官  上田 徹也 

   室 長 補 佐  谷宮 俊実 
   （電 話）0985(38)8821 
 

〇労働契約等解説セミナー2017『「安心」して「働く」ためのルール』 

日時：平成 30 年 2 月 16 日（金） 13:10～ 
申込先：東京海上コンサルティング ☎03-6213-6150 
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厚生労働省 都道府県労働局

※上記ダイヤルは、発信地域から最寄りの労働局へ繋がります。

無期転換ルールに関するあらゆるご相談を受け付けています。

円満に 無 なに期 ろう
きむ

・ 固定電話からの通話料は10.8円/90秒（２０ｋｍまで、距離によって変わります）
・ 携帯電話からの通話料は10.8円/20秒となります。
・ 050番号帯ＩＰ電話等からはご利用いただけません。
・ 裏面の『無期転換ルール特別相談窓口』にも直接ご相談いただけます。

YYFSB
テキストボックス
（参考１）



有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
無期転換ルールの概要や厚生労働省で行っている支援策、先進的
な取組を行っている企業事例のほか、無期転換後の受け皿の１つ
となる「多様な正社員」の導入の際に参考となるモデル就業規則
などを掲載しています。http://muki.mhlw.go.jp/

無期転換サイト 検 索

【H30.2】

北海道労働局 011-709-2715 石川労働局 076-265-4429 岡山労働局 086-225-2017

青森労働局 017-734-4211 福井労働局 0776-22-3947 広島労働局 082-221-9247

岩手労働局 019-604-3010 山梨労働局 055-225-2851 山口労働局 083-995-0390

宮城労働局 022-299-8844 長野労働局 026-227-0125 徳島労働局 088-652-2718

秋田労働局 018-862-6684 岐阜労働局 058-245-1550 香川労働局 087-811-8924

山形労働局 023-624-8228 静岡労働局 054-252-5310 愛媛労働局 089-935-5222

福島労働局 024-536-4609 愛知労働局 052-857-0312 高知労働局 088-885-6041

茨城労働局 029-277-8295 三重労働局 059-226-2110 福岡労働局 092-411-4894

栃木労働局 028-633-2795 滋賀労働局 077-522-6648 佐賀労働局 0952-32-7167

群馬労働局 027-896-4739 京都労働局 075-241-3212 長崎労働局 095-801-0050

埼玉労働局 048-600-6210 大阪労働局 06-6949-6494 熊本労働局 096-352-3865

千葉労働局 043-221-2307 兵庫労働局 078-367-0820 大分労働局 097-532-4025

東京労働局 03-3512-1611 奈良労働局 0742-32-0210 宮崎労働局 0985-38-8821

神奈川労働局 045-211-7380 和歌山労働局 073-488-1170 鹿児島労働局 099-223-8239

新潟労働局 025-288-3527 鳥取労働局 0857-29-1709 沖縄労働局 098-868-4380

富山労働局 076-432-2740 島根労働局 0852-31-1161

無期転換ルール特別相談窓口（都道府県労働局雇用環境・均等部(室)）
「無期転換ルール」に関する情報・お問い合わせはこちら

無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、
無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、
労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。

○有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止
めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

○契約更新上限を設けた上で、クーリング期間を設定し、期間経過後に再雇用を約束した上で雇止め
を行うことなどは、法の趣旨に照らして望ましいものとは言えません。

○契約期間の途中で解雇することは、やむを得ない事由がある場合でなければ認められません。

雇止め・契約期間中の解雇等について

是非、見てね♥



厚生労働省（宮崎労働局）における取り組み

●無期転換ルールを知らない層に対する周知
・ポータルサイト、全国でのセミナーの実施、新聞広告、インターネット広告、ラジオ等による周知等
・ラッピングバスの運行*
・大型ショッピングモールでのパンフレット配布*
・約3600社へのアンケート認識度調査及び周知広報*
●無期転換ルールを知っている層に対する導入のためのツール提供の取組
・「無期転換ハンドブック」、「モデル就業規則」の提供
●無期転換ルールを知っていて、導入しようとする層に対する支援の取組
・企業に対するコンサルティングの実施、キャリアアップ助成金の支給

29年４月 ９月 10月 Ｈ３０年２月 ３月 ４月

積 極 的 な 啓 発 指 導 の 実 施

◎「特別相談窓口」はキャンペーン後も継続して設置
①関係団体への要請
②「特別相談窓口」の設置
③キャンペーン用リーフレット、ＨＰ、
ツイッター等を活用した周知

④各種広報媒体での周知等

①「緊急相談ダイヤル」の設置・周知
②業界団体等への再要請
③委託ｾﾐﾅｰの実施（２月16日）*

今回新たに実施する事項

【＊は宮崎労働局独自実施事項】
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【平成25年4⽉開始で契約期間が１年の場合の例】

通算5年を超えて契約更新した労働者が、その契約
期間中に無期転換の申込みをしなかったときは、次
の更新以降でも無期転換の申込みが可能。

H25.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 H32.4

無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃⾦、労働時間など）は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同⼀となる。
別段の定めをすることにより、変更可能。

○ 有期労働契約が繰り返し更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労
働契約（無期労働契約）に転換できるルール。
（労働契約法第18条：平成25年4月1⽇施⾏）

※ 通算期間のカウントは、平成25年４⽉１⽇以後に開始する有期労働契約が対象。平成25年３⽉31日以前に開始した有期労
働契約は、通算契約期間に含めない。

※ 通算期間をリセットするクーリング期間（原則６ヶ月でリセット）の規定あり（第18条第２項）

無期労働契約
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【契約期間が３年の場合の例】
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